
 

 

下請負届の提出について 

 

 

 

 

受注者が工事の一部について下請負により施工しようとする

ときは、下請負契約の締結後7日以内に、市（上下水道局）に対

して下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知をしなけ

ればなりませんので、御注意ください。 

 

 


